
一
頁

◇

森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）

森
林
・
林
業
基
本
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
条
）

第
二
章

森
林
・
林
業
基
本
計
画
（
第
十
一
条
）

第
三
章

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
関
す
る
施
策
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
四
章

林
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
に
関
す
る
施
策
（
第
十
九
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

林
産
物
の
供
給
及
び
利
用
の
確
保
に
関
す
る
施
策
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

行
政
機
関
及
び
団
体
（
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
）

第
七
章

林
政
審
議
会
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）
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二
頁

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
森
林
及
び
林
業
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図
る
の
に
基
本
と
な
る
事

項
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
森
林
及
び
林
業
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
つ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
）

第
二
条

森
林
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
す
る
国
土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
自
然
環
境
の
保
全
、
公
衆
の
保
健
、
地
球
温
暖

化
の
防
止
、
林
産
物
の
供
給
等
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
（
以
下
「
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
」
と
い
う
。
）
が
持
続
的
に

発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
将
来
に

わ
た
つ
て
、
そ
の
適
正
な
整
備
及
び
保
全
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

森
林
の
適
正
な
整
備
及
び
保
全
を
図
る
に
当
た
つ
て
は
、
山
村
に
お
い
て
林
業
生
産
活
動
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
定
住
の
促
進
等
に
よ
る
山
村
の
振
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
林
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
）

第
三
条

林
業
に
つ
い
て
は
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
林
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